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世界全体での特許保護のための適切な選択

特許協力条約（PCT）は、発明家が新技術の潜在市場を確保し、
市場と技術の両方が証明されるまでの間、大きな支払いを保留で
きるようにお手伝いします。特許出願人は、初回出願からわずか2
年半で自分の発明の潜在能力を評価し、その後国際特許出願を国
内出願と地域出願に展開します。最大のメリットを得るには、世界
全体での将来の特許保護の強みに関して適切な事業判断を下す
ことができるように、高品質な調査と評価をできる限り早い段階で
実施する必要があります。

補充国際調査機関（SISA）としてのEPOと補
充国際調査（SIS）の価値
PCT第15条に従って所轄の国際調査機関（ISA）が実施する調査（

「主調査」）は言うまでもなく高品質であり、ISAが国内官庁として調
査を行うPCTの最低限の資料と追加資料の両方をカバーするもの
の、補充調査は出願人にとって大きな価値があることが判明していま
す。この理由は、SISを実施するSISAは、同機関が専門知識を持つ言
語（単数または複数）で書かれた文書にも調査範囲を広げるため、出
願人は、国内段階または地域段階に移行する前により多くの情報に
基づいて意思決定を下すことができるのです。
出願人が主調査を実施する機関の限られた選択肢しか与えられな
い状況とは異なり、SISAの選択には制限がありません。そのため、日
本の出願人がSISの実施にEPOを選択することも自由にできます。

2017年のSISA上位3位（SIS請求のシェア）

日本の出願人がEPOをSISAとして選ぶ利点

世界クラスの調査ツールと専門知識
EPOのデータベースには、100カ国を超える国々からの13億件を
超える技術記録と特許（中国、日本、韓国の5千万件を含む）、さら
には膨大な非特許文献（3千万件以上の文献）が格納されていま
す。EPOの4,384名の審査官は非常に優秀な科学者やエンジニアで
あり、それぞれの専門分野で長年にわたり経験を培っています。最先
端のデジタルツールを業務の補助に使用し、世界最大の引用データ
ベース、最高レベルの高度な分類システム、そして瞬時の機械翻訳ツ
ールを活用しています。その結果、EPOの調査対象はまさに世界中に
広がり、EPOの調査報告書におけるすべての引用のうち、24%超が
アジアを起源としています。

言語の多様性
SISの目的は、主調査と比べてより細かく内容を調査する補充国際
調査報告書（SISR）を出願人に提供することです。特に、EPOが作成
したSISRは、先行技術の言語的多様性の拡大と、EPOで対応可能
な言語知識（英語、フランス語、ドイツ語）を考慮した上で、出願人に
とって非常に利便性が高く、新しい先行技術文献が欧州（EP）段階
または国内段階で引用されるリスクを抑えることができます。SISRは
優先日から28箇月以内に作成されます。そのため、出願人は国内段
階または欧州段階への移行を決定し、追加費用が発生する前に重
要な情報を入手することができます。

EPOによる主調査と同じ調査品質、料金、利点
EPOによるSISは、EPOがISAとして実施する主調査と調査範囲が等
しく、高品質で、費用も同一です（1,775ユーロ = 約23万円）。EPO
はSISRの附属書でも説明を提供しますが、これはEPOがISAとして
作成する意見書に記載される情報と同等です。さらに、EPOがSISA
としてSISRを作成した場合、欧州段階で補充欧州調査報告書が作
成されることはありません。

欧州特許庁
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日本の代理人による代理も可能
出願人は、SISAとしてのEPOに対して、国際出願の申請時に選任さ
れ受理官庁に対して手続行為を行う権利がある代理人、すなわち
国際段階の代理人を代理人とすることができます。そのため、もしこ
れを希望する場合、日本の出願人は、国際出願の申請時に選任し
た日本の代理人を引き続き代理人とすることができます。または、出
願人は、特にEPOのSISAとしての機能に関しEPOに対して、自身の
代理のため代理人を選任することもできます。ただし、かかる代理人
はEPOに対して手続行為を行う権利を得る必要があります。

SIS請求の申請要件
SIS請求は、優先日から22箇月以内に国際事務局（IB）に提出する
必要があります。同時に、SIS手数料をスイスフランでIBに正当に支
払う必要があります。EPOがSISの実施を依頼され、出願が英語、
フランス語、またはドイツ語で申請されていなかった場合、これらの
いずれかの言語への翻訳を、SIS請求と合わせてIBに提出する必
要があります。該当する場合、出願人は、実施細則の附属書Cに規
定されている基準に準拠する電子文書の形式で、配列表の写しを
SIS請求と合わせてIBに提出する必要があります。

補充国際調査の請求は、優先日または出願日から
22箇月の期限が過ぎる前に提出しなければなり
ません。

出願人にとっての補充国際調査のメリットは、国
内段階で新しい先行技術が引用されるリスクを低
減することです。

世界クラスのEPOのデータベースには、中国、日
本、韓国の5千万件の技術記録を含む、100カ国
を超える国々の特許が含まれます。


